
地方自治の改革と今後の行政運営のあり方

Ⅰこれまでの自治体

⑤地方税財源の充実。自治の三大原則は自己
決定、自己責任に加え自己負担である。そこで
自治体が｢自分の財布｣を持てるよう、歳入の自
治、歳出の自治の確立がﾎﾟｲﾝﾄとなる。

この改革では基幹税には触れず、歳入の自治
の確立を目指し法定外普通税の許可制廃止、
法定目的税の創設、個人市町村民税の制限税
率が撤廃された。起債許可制も２００５年限りで
廃止（当分の間）され、事前協議制に切り替え
られた。このことで自治体は借金の自由を手に
入れたことのなり、歳入の自治は拡大した。

しかし、歳出の自治をめぐる補助金制度の廃止
は遅々として進まず歳出の自治は拡大してい
ない。以上５つの柱が分権改革のポイントだ
が、並行して地方行政の体制整備として市町
村合併の推進が求められた。その結果、１０年
間で市町村は半減することになった。

第３は国・地方の行政責任が不明確であった。
国が考え（plan),地方が行い（do)国と地方が一
体で責任を負う(see)という集権融合型の集権
体制の下で、どこに行政責任があるか不明確
となり、政策の失敗や税金の使い方について、
説明責任を果たすことがなかった。

④国と地方の新たな係争処理。対等・協力の
関係となった。国と地方の間に、新たなルール
を形成した。国と地方の紛争(係争）関係の処
理について新たな第３者機関を置くなどのルー
ルを定めた。

②地方への関与の縮小廃止。国の包括的かつ
権力的な指揮監督が廃止された。また、人事面
の裁量権が広がった。

Ⅲ 第 １ 期 分 権改革

こうした問題を解決する方策として１９９５年に
地方分権推進方が制定され、５年間の改革設
計を経て２０００年４月に地方分権一括方が施
行された。これが第１期分権改革である。

①機関委任事務制度の全廃。　これによって７
割近くが自治事務となり、各自治体の固有事務
になり、自治体は行政裁量権を大幅に拡大し
た。

第１は国と地方の関係が上下・主従の関係に
あった。

第４は自治体が狭い裁量権しか持ち得なかっ
た。全国に統一的なナショナル・ミニマムを提供
する役割が多くを占め、地域ニーズに沿った裁
量的な行政はほとんど行われなかった。結果と
して住民満足度の低いサービスが生まれ、税
金と時間の浪費が行われ、行政の効率性・効
果性が低かった。

第２は市町村長が二重の役割を負わされてき
た。本来公選市長は｢地域の政治代表｣　に専
念すべきが、機関委任事務の執行者として各
省大臣の｢地方機関｣の役割を背負わされ二重
の役割を負っていた。しかもそれが自治体業務
の７～８割を占めていた。

この１５０兆円の公共活動のうち３分の２が地
方自治体を通じて行われている。

これまで３分の２を占める自治体の仕事の中身
を決めてきたのは国であった。国は自治体をあ
たかも下請け機関であるかのように使ってき
た。

公選の知事・市町村長を各省大臣の地方機関
(部下）と定め、国の業務の執行委任を求める
機関委任事務制度が中央地方関係の根幹を
なしてきた。

公共という領域を、仮に個人や企業では解決で
きない領域と定義するなら現在この問題領域
の解決のために使われているお金は

国・地方を合わせて、年間１５０兆円に近い。日
本のGDP(国内総生産）の４分の１に相当する
大きさだ。

③自治立法権の拡大。｢法律の範囲内｣で条例
を定めることという国家の法律優先主義の考え
を変更し、条例の制定を柔軟化した。この改革
で国の法律事項を減らし、自治体の立法権をフ
ルに活用にする改革へ踏み切り、条例優先主
義への転換の芽が出てきた。

府県業務の８割、市町村業務の５割を占めてき
た当該事務には議会も関与できなかった。その
ために地方議会は脇役の政治に甘んじてき
た。

２０００年に行われた第１期分権改革でこの根
幹を成す機関委任事務制度が全廃された。

続いて個別法の規律密度を大幅に緩和し、税
財政の分権化を進める第２期改革がこれから
始まる動きにある。

多少の不備と改革の不完全さがあって
も、地方自治体はもう地方分権の環境
から逃げることはできない。

ここは覚悟を決めて日本に行政改革を起こす
行動を自らの手で始めなければならない。

Ⅱこれまでの問題点

第５は縦割り行政の弊害が大きかった。国の各
省はセクショナリズムが強い。その縦割り行政
の受け皿として、自治体の部課が組織され、国
の縦割り行政の弊害が地方をも巻き込む形に
なり市民の求める行政サービスができなかっ
た。
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第３は職員が変わること。
職員は首長の政策スタッフであり、プロである。
地域のリーダー職が自治体職員である。自治
体職員は政策の立案や執行に腕を振るう専門
家でもある。これからの自治体プロには、実務
能力だけでなく、課題を設定し、その解決策を
立案できる政策能力が不可欠だ。それには、情
報処理能力、多角的な視野で立案できる形成
能力、将来ビジョンの構想力、実効性のある
リーダーシップが備わっていなければならな
い。

第２は議会が変わること。
従来のチエック機関としての議会ではもはや限
界である。分権時代の地方議会は立法機関を
目指すべきである。二元代表制のもとでの議会
は首長と対等な政治機関として、政策内容を総
点検し、自ら条例を提案し、予算修正を試みる
ことも大切でないか。

自治体のトップに課せられる課題は、自らの理
念に基づいて独自の経営を組み立て、その結
果について経営責任を明確にすることである。
ここでいう経営責任には、執行機関の長ないし
主要課長のみでなく、もう一つの政治機関であ
る議会及び議員の責任も含まれる。

分権化すると国が財源を保障することにもなら
ない。必要な金も集らない、借金しても返せな
いかも知れない。自ずと自治体経営は｢入るを
量って、出るを制する｣経営原理が支配するこ
とになる。

これからの自治体は、従来のような国の下請け
機関・事業官庁ではない。これからは、地域の
公共戦略本部としての｢政策官庁｣に脱皮して
いかなければならない。そこで変えるべきポイ
ントは次の４点である。

Ⅳ 第 ２ 期 分 権改革

自治体は立法能力を高めることなど自ら変わる
ことをもって、分権社会に対応していくことが迫
られている。

第４は住民が変わること。
従来の｢お任せ民主主義｣、｢観客民主主義｣は
もうダメだ。自己決定・自己責任は究極は住民
自身に求められる。地域経営は他人事ではな
い。地域主権は｢参画民主主義」を意味する。
住民自身自身が決めることが望ましい領域は
住民に分権化する。

第１は首長が変わること。
公選の首長は、政治家であり、経営者であり、
外交官でもある。その行動は有権者との契約｢
マニフェスト｣が規範となる。これは有権者との
契約だ。これからは公約実現の請負人感覚が
首長に求められる。

それには自治体自身が自ら考え、
実施し、責任を負う体制づくりを行
わなければならない。自治体は大
きな変革を遂げる時代に入った。

今後は地方分権のメリットとされる①多様性②
迅速性③市民との協働の方に相対的な価値を
認める動きになってきた。

今後は地域主権改革法なども整備される。日
本の改革方向は今後も｢分権化｣が進められて
いくことは間違いない。

地方分権改革は自治体の自己決定領域を大
幅に拡大する改革である。改革を通じて分権・
分散国家をつくり、地域で多様な公共サー
ビスと地域づくりが行われることが目的
達成を意味する。

２０１１年の通常国会で｢地域主権推進一括法｣
が成立した。改革の主要な項目は次のとおりで
ある。

①地方財源の充実確保のために、新たな地方財政
秩序を構築する②細かいことでも何でも法令で規定
してきたこと。そして法令による義務づけ、枠づけの
廃止・縮減、法令への条例上書き権を認める。③国
の出先機関の統廃合などに関連し、事務事業と権
限の委譲④地方自治制度の再編成

Ⅴ こ れ か ら の 自 治 体

これまでの中央集権のメリットは①統一性②公
平性③国の指導力の発揮でしたが。
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天野市長が地域政党を立ち上げたのも、政策
形成時には協働が重要であると考えており、皆
さんとのフランクな話し合いが大切だと考える
からです。そのためには政策研究会が大きなな
役割を担うことにしたいと考えています。

政策研究会にはどなたでも参加していただきた
いと思いますし、皆さんと阿賀野市のこれから
についてザックバランな意見交換をしたいと
思っています。地域政党は真に地域に根ざした
政策を多くの皆さんとの協働の中で進めていく
党だと思ってください。

地域政党の利点としては、①しがらみのない政
策の実現ができる。②地域固有の問題に対処
できる。ということであろうが、地方分権の進行
しつつある今日、市長に課せられている課題
は、自らの理念に基づいて独自の経営を組み
立て、その結果についてその責任を明確にす
ることである。

地方分権改革の推進は、結局のところ、自治体
における住民と行政の協働による、自治の強
化なくしては、完結しないものであり、自治体政
府の力量拡大は行政のみでなく、地域社会に
暮らす住民の取り組みについても問われてい
る。

国・地方を問わない財政危機によって、バラマ
キ型の行財政運営が困難になり、多くの住民
が望む施策に効率的に財源を配分していかな
いと、自治体運営がままならなくなってきてい
る。

中央政党が東京で地方にかかわる政策を立
案・決定し、地方支部がその下請けに甘んじて
いる。

中央政党の党利党略に、地方政治が振り回さ
れることなく、地域主権の当事者である住民目
線で地方政治を行う地域政党は時代の要請で
ある。

それ故に、地域に根ざした地域政党が
あってしかるべきである。

そのような上意下達型の組織では、地域の実
態を踏まえた政策の実現は難しい。

現在の中央政党は全て東京発で、中央集権
化・硬直化している。

地域主権とは、地域が自ら主体的に政策を立
案・決定・実行し責任を持つことである。

Ⅵ地域政党の必要性

地方分権の奔流の中で地方が大きく変化する
時代を迎えている。

自治体自身が自ら考え、実行し、責任を負う時
代になってきた。

それには多くの皆さんが集い政策研究の場が
必要になる。

しかし、阿賀野市では、住民の政策認知度がま
だ不十分のところから、当面政策研究会の中
で、生きた研修をしながら研鑽していくことが大
切です。

Ⅶ　地域政党の必要性流れ図

勿論、地域政党は同士を得てそれぞれの地域
での活動を補完しあい、支えあうことも大切で
す。

地域政党はその政策を検討する場を提供し、
市長との話し合いの中で政策を形づくって行く
ことができる、生きた交流の場でもあります。

皆さんと一緒に阿賀野市の政策形成におおい
に携わってみようではありませんか。

それはこれまでの「お任せ民主主義は」は通用
しない。

首長・議会・市役所職員・住民の全てが変わっ
ていかなければならない。

これからは参画民主主義の時代になる。自己
決定・自己責任は究極は住民自身に求められ
る。

市長が政策を検討する場合には多くの皆さんと
の対話や、議論が大切になっている。
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